
ジェームス熊谷月見店 販売開始！にて

● 公道を走行する場合は、

車体登録・ナンバーの取得・

自賠責保険への加入が必要です

● 最高速度の表示の義務

※ 公道走行 緑灯が常灯！

（時速２０km未満）

※ 歩道走行 緑灯が点滅！

（時速 ６km未満）

● 乗車定員は１名です

※ ２人乗りはできません
● １６歳以上であれば免許不要！

● ヘルメット装着は努力義務！

自賠責

○○-○○○○-○○

2023年7月1日に施行 特定小型原動機付自転車とは

KICK BOARD
ELECTRIC

【公道走行可能モデ
ル】

電動キックボード


